
気象警報発令時の登校について 

 

警報 または 特別警報 が、杉並区に発令された場合、以下を原則とします。 

（1） 午前 6 時に警報が発令されている場合 ： 3 時間目より授業 

（2） 午前 8 時に警報が発令されている場合 ： 5 時間目より授業 

（3） 午前 10 時に警報が発令されている場合 ： 自宅学習 

※なお、自分が住んでいる地域に、警報 または 特別警報 が発令された場合には、 

上記（1）～（3）に従って行動してください。 各自安全に十分配慮し、行動して 

ください。 

生徒手帳 15 ページも確認してください。 


